
議案第２０号 

 

 

 三次市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和５年２月２４日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市国民健康保険税条例（平成１６年三次市条例第８２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第３条第１項中「１００分の７．３４」を「１００分の７．２８」に改める。 

第４条中「１００分の５．８９」を「１００分の２．９５」に改める。 

第５条中「２６，９００円」を「２８，９００円」に改める。 

第５条の２第１号中「１９，２００円」を「１９，６００円」に改め，同条第

２号中「９，６００円」を「９，８００円」に改め，同条第３号中「１４，４０

０円」を「１４，７００円」に改める。 

第６条中「１００分の１．６８」を「１００分の２．２３」に改める。 

第７条中「１００分の１．０７」を「１００分の０．５４」に改める。 

第７条の２中「６，８００円」を「９，２００円」に改める。 

第７条の３第１号中「４，４００円」を「５，９００円」に改め，同条第２号

中「２，２００円」を「２，９５０円」に改め，同条第３号中「３，３００円」

を「４，４２５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．７５」を「１００分の１．９３」に改める。 



第９条中「１００分の２．４１」を「１００分の１．２１」に改める。 

第９条の２中「８，６００円」を「９，７００円」に改める。 

第９条の３中「４，７００円」を「５，０００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１８，８３０円」を「２０，２３０円」に改め，

同号イ（ア）中「１３，４４０円」を「１３，７２０円」に改め，同号イ（イ）

中「６，７２０円」を「６，８６０円」に改め，同号イ（ウ）中「１０，０８０

円」を「１０，２９０円」に改め，同号ウ中「４，７６０円」を「６，４４０円

」に改め，同号エ（ア）中「３，０８０円」を「４，１３０円」に改め，同号エ

（イ）中「１，５４０円」を「２，０６５円」に改め，同号エ（ウ）中「２，３

１０円」を「３，０９８円」に改め，同号オ中「６，０２０円」を「６，７９０

円」に改め，同号カ中「３，２９０円」を「３，５００円」に改め，同項第２号

ア中「１３，４５０円」を「１４，４５０円」に改め，同号イ（ア）中「９，６

００円」を「９，８００円」に改め，同号イ（イ）中「４，８００円」を「４，

９００円」に改め，同号イ（ウ）中「７，２００円」を「７，３５０円」に改め

，同号ウ中「３，４００円」を「４，６００円」に改め，同号エ（ア）中「２，

２００円」を「２，９５０円」に改め，同号エ（イ）中「１，１００円」を「１

，４７５円」に改め，同号エ（ウ）中「１，６５０円」を「２，２１３円」に改

め，同号オ中「４，３００円」を「４，８５０円」に改め，同号カ中「２，３５

０円」を「２，５００円」に改め，同項第３号ア中「５，３８０円」を「５，７

８０円」に改め，同号イ（ア）中「３，８４０円」を「３，９２０円」に改め，

同号イ（イ）中「１，９２０円」を「１，９６０円」に改め，同号イ（ウ）中「

２，８８０円」を「２，９４０円」に改め，同号ウ中「１，３６０円」を「１，

８４０円」に改め，同号エ（ア）中「８８０円」を「１，１８０円」に改め，同

号エ（イ）中「４４０円」を「５９０円」に改め，同号エ（ウ）中「６６０円」

を「８８５円」に改め，同号オ中「１，７２０円」を「１，９４０円」に改め，

同号カ中「９４０円」を「１，０００円」に改め，同条第２項第１号ア中「４，

０３５円」を「４，３３５円」に改め，同号イ中「６，７２５円」を「７，２２

５円」に改め，同号ウ中「１０，７６０円」を「１１，５６０円」に改め，同号

エ中「１３，４５０円」を「１４，４５０円」に改め，同項第２号ア中「１，０

２０円」を「１，３８０円」に改め，同号イ中「１，７００円」を「２，３００



円」に改め，同号ウ中「２，７２０円」を「３，６８０円」に改め，同号エ中「

３，４００円」を「４，６００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の三次市国民健康保険税条例の規定は，令和５年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和４年度分までの国民健康保

険税については，なお従前の例による。 


